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Q A

1 いつ移転するのか？ 　令和７年９月１６日（火）を予定しています。

2 広島JPビルディングの住所は？

　「広島市南区松原町２－６２　広島JPビルディング」
入居階は１５階になります。
郵便番号に変更はありません。
　「732-8512」（個別郵便番号のため）

3 広島JPビルディングの場所は具体的にどの辺か？
　JR広島駅2Fの南側からペデストリアンデッキ（高架による歩行者
専用の歩道）を利用して徒歩２分となります。

4 移転先に駐車場はあるのか？

　当協会けんぽ専用の駐車場はございません。公共交通機関をご
利用ください。お車でお越しの場合は、恐れ入りますが近隣の有
料駐車場をご利用ください。なお、駐車料金はお客様のご負担に
なりますので、ご了承ください。（無料券等の補助はありません。）

5 電話番号は変更になるのか？ 　電話番号に変更はありません。（082-568-1011）
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6 移転後に旧住所で郵便を送った場合どうなるか？

　移転後の1年間は、旧住所で郵送した場合でも新住所に転送さ
れる手続きをとる予定です。
　ただし、転送に時間を要しますので、９月１６日投函分からは新
住所宛でご郵送をお願いいたします。
　なお、住所を記載しなくても、個別郵便番号「732-8512」と宛名
「全国健康保険協会広島支部」と記載いただければ、新住所に郵
送されます。また、日本郵便以外の配達業者の場合、転送はその
会社の規定によることになります。ご依頼の配達業者にご確認くだ
さい。

7
旧住所が印刷された返信用封筒（料金受取人払い）
を持っているが移転後も使えるのか？

　使用はできますが、料金受取人払いの返信用封筒は普通郵便
に比べて到着まで１日多く時間を要します。新住所への転送にさら
にもう1日時間を要するため、お急ぎの場合は別封筒をご用意い
ただき切手貼付の上郵送いただきますようお願いいたします。

8
９月１６日以前に新住所に書類を送ってしまっても届
くのか？

　９月１６日以前に新住所宛に郵送した場合、協会けんぽには届
かない可能性や差出人に返送される可能性がございます。「732-
8512」が個別郵便番号であるため、郵便番号「732-8512」と宛名
「全国健康保険協会広島支部」と記入の上ご送付ください。また、
日本郵便以外の配達業者の場合、その会社の規定によることに
なります。ご依頼された配達業者にご確認ください。
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9
現在持っている資格情報のお知らせ、資格確認書等
に「東区光町１－１０－１９」と所在地が印刷されてい
るが、引き続き使えるのか？

引き続き使用できます。また、限度額適用認定証、高齢受給者証
も同様に使用できます。

10
任意継続保険料や返納金等の納付書に旧住所が記
載されているが、使用できるのか？

　納付書は問題なく使用できます。（納付期限内のみ）
　住所の訂正などは不要ですので、手書きで追記訂正等をしない
ようお願いいたします。
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11 なぜ移転するのか？

　次の事項を実現するために、支部の移転を予定しています。

①現ビルの老朽化
　現在入居しているビルは、築４０年を超えているため移転を検討
していました。当支部現事務室の坪数と同等の面積を有する空き
物件は非常に少なく、移転先を探すことが困難であることから、現
時点で有利な物件がある場合移転することが必要と考えておりま
した。
②必要な事務室面積の確保、セキュリティの向上
　現在の事務室は２つのフロアに分かれていて、業務の連携など
で非効率となっています。事務室の面積も十分とは言えず、共用
部の貸会議室を頻繁に利用せざるを得ない状況があり、ワンフロ
アの事務室に移転することで、業務効率やセキュリティを向上させ
ることが望ましいと考えておりました。

12 なぜ今の時期に移転するのか？ 　A.11と同様

13
健康保険財政が厳しい折、移転の延期または中止
をすることはできないのか？

　現在入居しているビルは老朽化が進んでおり、事業継続が可能
で有利な物件がある現時点での移転が必要と考えています。

14 なぜ、広島JPビルディングを選定したのか？

　事務室移転に関して、次の条件をすべて満たしているためです。

　①現在地と同等以上のビル性能（耐震基準など）を担保できるこ
と。
　②事務室は必要な面積を確保したうえでワンフロアに入居でき、
　　個人情報を守るセキュリティを向上させることができること。
　③関係者の皆様が各種会議・研修会やその他ご用事でお越しに
なる場合にお越しになりやすい場所であること。

15 移転経費はどのくらいか？
　移転経費については、まだ確定しておりませんが、今後ホーム
ページで公表していきます。

16 賃料はどのくらいか？
　ビルオーナーとの契約上、守秘義務があるため賃料につきまし
ては申し訳ありませんが公表できないこととなっております。
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